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蓮田市教育委員会における少人数学級の取組について 

 

蓮田市教育委員会学校教育課 

１ 令和３年度予算案の閣議決定 

（１）小学校３５人以下学級の実現について 

○令和３年度から５年かけて小学校３５人以下学級を実現する。 

○令和３年度は小学校２年生の３５人以下学級を実現するための教職員定数を措 

置する。 

    ○加配定数の見直し。 

    ○平成２９年法改正による通級指導等の基礎定数化。 

 

２ 国及び県の学級編制の仕組 

（１）学級編制の基準 

○小学校  １年生      ３５人 

      ２年生～６年生  ４０人 

    ○中学校  全学年      ４０人 

 

（２）県の加配措置 

○小学校  ２年生      ３５人 

○中学校  １年生      ３８人 
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３ 蓮田市立小学校３０人学級推進事業 

 （１）少人数学級の実施について 

○蓮田市少人数学級の目的 

田市立小学校において少人数による指導を行うことにより、児童一人一人の心 

情に沿った、よりきめ細かな指導を可能とし、もって基本的生活習慣の確立にかかわ

る指導の充実と基礎的学力の向上を目指している。 

 

   ○事業の概要 

    平成１６年度から開始。 田市内全小学校第 1学年について、1学級の上限を３０

人、小学校第３学年について、１学級の上限を３８人とできる。（２年生は、県の基

準で１学級の上限を３５人としている） 

令和元年からは、対象学年を４年生まで拡大（１学級の上限を３８人とできる）し

た。ただし､学校運営上の都合により､これにより難いと教育委員会が認めるときは､

埼玉県の学級編制基準に基づいて学級編制を行い､少人数指導を行なうための加配措

置をとることができる。 

事業の実施に伴って必要となる職員（以下「非常勤講師」という。）の任免は市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）が行い、財政的負担は市が負う。 

 

   ○非常勤講師の確保 

    市内の小学校で退職した元教員で、非常勤の職を希望する者 

    蓮田市会計年度任用職員に登録した教員免許状をもつ者 
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 （２）過去５年間の３０人学級非常勤配置状況について 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

蓮田南小学校 ３年 ４年 １年  １年・３年 

蓮田北小学校 １年    １年 

平野小学校 １年  １年 １年  

黒浜小学校      

蓮田中央小学校      

黒浜西小学校     １年・３年 

黒浜南小学校  １年 ３年   

黒浜北小学校 １年 ３年 １年・４年   

 

（３）成果について 

   小学校に入学したばかりの１年生において、環境の変化に伴う心身への負担を軽

減することができた。また、子どもたち一人一人の実態に沿ったきめ細やかな対応

や基本的生活習慣の確立、学力の定着に効果があった。 

 

（４）課題について 

○学校運営上の課題 

３０人学級対応非常勤講師の方に担任をお願いするのは、勤務時間上難しく、 

クラス数を増やし、県費の教員が担任をすると、常勤の担任外（少人数、音楽専

科、教務主任等）の教員が不在となる。 

 

○教科・領域の特性による課題 

教科の学習の中で適正な児童・生徒数の確保が困難となる。 
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例えば、体育の授業でチームに分かれてゲームをする場合、１学級の人数が適 

正な集団規模でないと、そのゲームによる楽しさを充分に味わうことができない。

また、集団生活で児童・生徒の自治力を育成する場合、班活動が重要な意味を持

つため、１学級の人数が適正な集団規模を下回ってしまうと、教育的な効果が十

分に発揮できなくなる。 

 

○学習環境の整備による課題 

学校によっては、クラスの増加に教室数が対応できないことが予想される。ま 

た、普通教室への転用には環境整備が不可欠となる。（現在、特別教室として使

用している教室の中には、エアコンが整備されていない教室もある） 

 

（５）今後の展望について 

蓮田市教育委員会としては､子供たちのよりよい学びのために、また、現在の新型

コロナウイルス感染症防止の観点からも、今後も市独自の少人学級を実施する。 
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田市立小学校 30 人学級推進事業実施要綱 

 

田市教育委員会  

 

（趣旨） 

第1条 田市立小学校低学年において少人数による指導を行うことにより、児童一人一人

の心情に沿った、よりきめ細かな指導を可能とし、もって基本的生活習慣の確立にか

かわる指導の充実と基礎的学力の向上を目指す。 

 

（事業の概要） 

第2条 田市内全小学校第 1 学年について、1 学級の上限を 30 人とする。ただし､学校運

営上の都合により､これにより難いと教育委員会が認めるときは､埼玉県の学級編制

基準に基づいて学級編制を行い､少人数指導を行なうための加配措置をとることがで

きる。 

２ 前項の事業の実施に伴って必要となる職員（以下「非常勤講師」という。）の任免

は市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行い、財政的負担は市が負うもの

とする。 

 

（非常勤講師の任免） 

第3条 非常勤講師の任免及びその他の取り扱いについては、教育委員会が別に定める。 

 

（非常勤講師の業務） 

第4条 非常勤講師は、以下の業務を行う。 

(1) 児童の学習指導及び生徒指導 

(2) その他配置された学校の校長が必要と認める業務 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
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３０人学級の推進に伴う小学校非常勤講師配置実施要領 

 

蓮田市教育委員会 

 

第１ 趣旨 

  この要領は、蓮田市立小学校３０人学級推進事業実施要綱（平成１６年４月１

日施行）に基づき、蓮田市立小学校に配置される非常勤講師の取り扱いに関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 任用 

１ 教育委員会は、本事業の趣旨を理解し、かつ、積極的に取り組む意欲のあ

る者の中から次に掲げる書類及び面接に基づいて選考を行ない、非常勤講師

を任命する。 

（1）履歴書（写真貼付のこと） 

（2）小学校又は中学校普通免許状の写し、若しくは免許状取得見込み証明書 

     （中学校の免許状は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、

家庭のうち、教育委員会が必要と認めるものに限る） 

２ 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者は、非常勤講師の選考を受

けることができない。 

３ 非常勤講師の任期は６月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める

ときは６月を超えない期間で更新することができる。 

 

       第３ 身分 

      非常勤講師は、教育委員会の臨時職員の身分を有するものとする。 

  

    第４ 服務 

      １ 非常勤講師の服務の監督は、校長が行なう。 

      ２ 非常勤講師は、職務の遂行に当たっては、この要領に従い、かつ、上司の

職務上の命令に忠実に従わなければならない。 
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      ３ 非常勤講師は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるよ

うな行為をしてはならない。 

      ４ 非常勤講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

      ５ その他非常勤講師の服務に関し必要な事項は、教育委員会の定める学校職

員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、その

限りではない。 

 

    第５ 賃金その他の給付 

１ 賃金は、時間給をもって支給するものとする。 

      ２ 賃金は、予算の範囲内で教育長が別にこれを定める。 

      ３ 賃金の支払方法は、勤務状況報告書に基づいた請求による。 

 

    第６ 勤務日および勤務時間の割り振り 

      １ 非常勤講師の勤務は、１週間当たり３７時間の勤務とする。 

      ２ 非常勤講師の勤務日および勤務時間の割り振りは、校長が定める。 

       ３ 非常勤講師の休日は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７

年埼玉県条例第２８号）第１０条に定める学校職員の休日に準ずる。 

      ４ 非常勤講師の長期休業中の勤務日数は、以下に掲げる範囲内において校長

が定める。 

(1) 春季休業    ３日 

       (2) 夏季休業   １０日 

       (3) 冬季休業    ２日 

       (4) 学年末休業   １日 

 

    第７ 解職 

     教育委員会は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合、任用期間中

であってもその職を解くことができるものとする。 

       (1) 勤務成績が良好でない場合 
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       (2) 心身の故障等のため、勤務の遂行に支障がある場合 

       (3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

       (4) 刑事事件に関し起訴された場合 

       (5) 予算の減少による過員、又は配置の必要がなくなった場合 

       (6) 第２に掲げる応募書類に虚偽があった場合 

       (7) 第４の規定に違反した場合 

 

    第８ 退職 

      １ 非常勤講師は、任用期間の満了により退職するものとする。 

      ２ 非常勤講師は、任用期間の満了前に、願いを提出し退職することができる。 

 

    第９ 社会保険の適用 

      健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１ 

５号）の定めるところにより適用するものとする。 

 

    第１０ 災害補償等の適用 

      非常勤講師が公務により負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては、 

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定めるところにより補償す 

るものとする。 

 

第１１ その他 

  この要領に定めるほか、非常勤講師に関して必要な事項は、教育長が別に定め 

る。 

 

附則 

  この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 
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